
政治倫理の確立のための宮崎県知事の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第８号

政治倫理の確立のための宮崎県知事の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則

政治倫理の確立のための宮崎県知事の資産等の公開に関する条例施行規則（平成７年宮崎県規則第67号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

公有財産取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮 崎 県 公 報 平成 23年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 35号

頁

規 則

○政治倫理の確立のための宮崎県知事の資産等の

公開に関する条例施行規則の一部を改正する規

則……………………………………………………（秘書広報課）１

○公有財産取扱規則の一部を改正する規則……………（総務課）１

○地方公営企業法第15条第１項ただし書に規定す

る主要な職員を定める規則及び地方公営企業法

第39条第２項の知事が定める職の範囲に関する

規則の一部を改正する規則……………………………（人事課）４

○障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規

則……………………………………………………（障害福祉課）４

○宮崎県産業開発青年隊規則の一部を改正する規

則…………………………………………………………（管理課）６

訓 令

○宮崎県職員安全衛生管理規程の一部を改正する

訓令…………………………………………………（総務事務センター）６
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目 次

規規 則則

改正後改正前

（所得等報告書）

第４条 条例第３条第１号イに規定する規則で定める所得の金額は

、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第８条の４の規定によ

る上場株式等の配当等に係る配当所得、同法第28条の４の規定に

よる土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条の規

定による長期譲渡所得、同法第32条の規定による短期譲渡所得、

同法第37条の10の規定による株式等の譲渡による事業所得、譲渡

所得及び雑所得並びに同法第41条の14の規定による商品先物取引

による事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額とする。

様式第３号（第５条関係）

［略］

［略］

（所得等報告書）

第４条 条例第３条第１号イに規定する規則で定める所得の金額は

、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第８条の４の規定によ

る上場株式等の配当等に係る配当所得、同法第28条の４の規定に

よる土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条の規

定による長期譲渡所得、同法第32条の規定による短期譲渡所得、

同法第37条の10の規定による株式等の譲渡による事業所得、譲渡

所得及び雑所得並びに同法第41条の14の規定による商品先物取引

による事業所得及び雑所得の金額とする。

様式第３号（第５条関係）

［略］

［略］

基因となった事実所得金額区 分

［略］

［略］分

離

課

税

商品先物取引による事業

所得及び雑所得

［略］

基因となった事実所得金額区 分

［略］

［略］分

離

課

税

商品先物取引による事業

所得、譲渡所得及び雑所

得

［略］
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害 2害

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第９号

公有財産取扱規則の一部を改正する規則

公有財産取扱規則（昭和39年宮崎県規則第20号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（用語の定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）～（４） ［略］

（５） 課 次に掲げる組織をいう。

ア 宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号。以下こ

の号及び次号において「組織規則」という。）第５条に規定

する局（高速道対策局に限る。）及び課

イ ［略］

（６）～（11） ［略］

（用語の定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）～（４） ［略］

（５） 課 次に掲げる組織をいう。

ア 宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号。以下こ

の号及び次号において「組織規則」という。）第５条に規定

する局（危機管理局、こども政策局及び観光交流推進局を除

く。）及び課

イ ［略］

（６）～（11） ［略］

別記様式第１号の３を次のように改める。
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附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。



宮 崎 県 公 報平成 23年 ３ 月 31日（木曜日） 号外 第 35号

害 4害

地方公営企業法第15条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則及び地方公営企業法第39条第２項の知事が定める職の範囲に関

する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第10号

地方公営企業法第15条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則及び地方公営企業法第39条第２項の知事が定める職の範囲

に関する規則の一部を改正する規則

（地方公営企業法第15条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則の一部改正）

第１条 地方公営企業法第15条第１項ただし書に規定する主要な職員を定める規則（平成18年宮崎県規則第45号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（地方公営企業法第39条第２項の知事が定める職の範囲に関する規則の一部改正）

第２条 地方公営企業法第39条第２項の知事が定める職の範囲に関する規則（平成18年宮崎県規則第46号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第11号

障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則

障害者自立支援法施行細則（平成18年宮崎県規則第83号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第15条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

（１） 企業局組織規程（平成11年宮崎県企業局企業管理規程第３

号）により企業局に置かれる職のうち、次に掲げる職にある者

ア 本庁の副局長、技監、参事、課長、経営企画監及び副参事

イ ［略］

（２） ［略］

地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第15条第１項ただし書

に規定する主要な職員は、次のとおりとする。

（１） 企業局組織規程（平成11年宮崎県企業局企業管理規程第３

号）により企業局に置かれる職のうち、次に掲げる職にある者

ア 本庁の副局長、参事、課長、経営企画監及び副参事

イ ［略］

（２） ［略］

改正後改正前

地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第39条第２項の知事が

定める職は、次のとおりとする。

（１） 企業局組織規程（平成11年宮崎県企業局企業管理規程第３

号）により企業局に置かれる職のうち、次に掲げるもの

ア 本庁の副局長、技監、参事、課長、経営企画監、副参事及

び課長補佐

イ ［略］

（２） ［略］

地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第39条第２項の知事が

定める職は、次のとおりとする。

（１） 企業局組織規程（平成11年宮崎県企業局企業管理規程第３

号）により企業局に置かれる職のうち、次に掲げるもの

ア 本庁の副局長、参事、課長、経営企画監、副参事及び課長

補佐

イ ［略］

（２） ［略］

改正後改正前

（自立支援医療費の支給認定の申請等）

第８条 ［略］

２ 省令第35条第２項第１号の医師の意見書又は診断書の様式は、

政令第１条第１号に規定する育成医療（以下「育成医療」という

。）にあっては意見書（別記様式第７号）によるものとし、同条

第３号に規定する精神通院医療（以下「精神通院医療」という。

）にあっては診断書（別記様式第８号）又は重度かつ継続に関す

る意見書（別記様式第９号）によるものとする。

（自立支援医療費の支給認定の申請等）

第８条 ［略］

２ 省令第35条第２項第１号の医師の意見書又は診断書の様式は、

政令第１条第１号に規定する育成医療（以下「育成医療」という

。）にあっては意見書（別記様式第７号）によるものとし、同条

第３号に規定する精神通院医療（以下「精神通院医療」という。

）にあっては診断書（別記様式第８号）によるものとする。

３ 省令第35条第２項第２号に掲げる同条第１項第９号の書類の様

式は、重度かつ継続に関する意見書（別記様式第９号）によるも

のとする。
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３ ［略］４ ［略］

別記様式第８号を次のように改める。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の障害者自立支援法施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出

されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の障害者自立支援法施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の

書類とみなす。

３ この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが

できる。

宮崎県産業開発青年隊規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第12号

宮崎県産業開発青年隊規則の一部を改正する規則

宮崎県産業開発青年隊規則（平成22年宮崎県規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。

宮崎県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成23年３月31日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

訓令第２号

本 庁

各 出 先 機 関

労働委員会事務局

宮崎県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

宮崎県職員安全衛生管理規程（昭和62年訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（入隊資格）

第７条 青年隊に入隊することができる者は、次のとおりとする。

（入隊資格）

第７条 青年隊に入隊することができる者は、次のとおりとする。

入隊資格区分

学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条

に規定する高等学校又は中等教育学校を卒

業した者その他同法第90条第１項に規定す

る者

施工管理課程

学校教育法第１条に規定する高等学校若し

くは中等教育学校を卒業した者その他同法

第90条第１項に規定する者で土木建設分野

に関する技術及び知識を有していると認め

られる者又は施工管理課程を修了した者

専攻課程

入隊資格区分

学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条

に規定する高等学校若しくは中等教育学校

を卒業した者その他の同法第90条第１項に

規定する者又はこれらと同等以上の学力を

有すると認められる者

施工管理課程

学校教育法第１条に規定する高等学校若し

くは中等教育学校を卒業した者その他の同

法第90条第１項に規定する者で土木建設分

野に関する技術及び知識を有していると認

められる者又は施工管理課程を修了した者

専攻課程

訓訓 令令

改正後改正前

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）～（３） ［略］

（４） 課 宮崎県行政組織規則第５条に規定する局（高速道対策

局に限る。）及び課、同規則第６条第２項に規定する課並びに

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）～（３） ［略］

（４） 課 宮崎県行政組織規則第５条に規定する局（危機管理局

、こども政策局及び観光交流推進局を除く。）及び課、同規則
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害 7害

宮崎県労働委員会事務局処務規程（平成２年訓令第１号）第２

条に規定する調整審査課をいう。

（５） ［略］

第６条第２項に規定する課並びに宮崎県労働委員会事務局処務

規程（平成２年訓令第１号）第２条に規定する調整審査課をい

う。

（５） ［略］

附 則

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。
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